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短期社債振替制度の実施に向けてのこれまでの検討経緯 
 
平成13 年 12 月 6日 日本証券業協会「証券受渡・決済制度改革懇談会」にて「CPのDVP決済短期対応に関する論点整理メモ」を採択。 
 
平成 13 年 12 月20 日 保振新規業務検討委員会、「CP実務検討ワーキング・グループ」を設置。平成14 年 1月 18 日に第１回を開催。 
 
平成 14 年 3 月1 日第 7 回 CP実務検討ワーキング・グループ、「短期社債振替制度の基本要綱」(草案)を取りまとめ。 
 
平成 14 年 3 月7 日保振新規業務検討委員会、「短期社債振替制度の基本要綱」(案)を了承。 
 
平成 14 年 3 月13日 理事会、「短期社債振替制度の基本要綱」(案)を承認。 
 
平成 14 年 5 月17日 第 12 回 CP実務検討ワーキング・グループ、「短期社債振替制度の収支見通し(手数料の考え方・開発費用等)について」及び「短期社債振替制度の基本要綱」

(更新)を取りまとめ。 
 
平成 14 年 5 月29日 保振新規業務検討委員会、「短期社債振替制度の基本要綱」(更新)及び「短期社債振替制度の収支見通し(手数料の考え方・開発費用等)について」を了承。 
 
平成 14 年 6 月6 日 理事会、「短期社債振替制度の基本要綱」(更新)及び「短期社債振替制度の収支見通し(手数料の考え方・開発費用等)について」を承認。同内容の事業を行う

ことについて株式会社証券保管振替機構の取締役会にて決議。 
 
平成 14 年 6 月17日 株式会社証券保管振替機構、財団から事業の譲受。 
 
平成 14 年 7 月12日 業務委員会にてＣＰ小委員会設置。 
 
平成 14 年 8 月21日 「短期社債振替システム システム処理概要」及び「短期社債振替システム 入出力仕様書」の開示。 
 
平成 14 年 8 月29日 第１回ＣＰ小委員会開催、「短期社債振替制度に係る手数料(案)」を取りまとめ。(ＷＧから通算すると１６回目の開催) 

 
平成14 年 9 月24日 業務委員会、「短期社債振替制度に係る手数料(案)」を了承。 

 
平成14 年 9 月27日 取締役会、「短期社債振替制度に係る手数料(案)」を決議。 

 

資料１ 
 



短期社債振替制度に係る手数料（案） 
 
Ⅰ．制度参加 

手数料項目 徴収対象者 内 容 徴収基準時 課金方法 手数料 備 考 
口座開設金及びシ
ステム接続準備手
数料 

機構加入者 口座開設及びシステム接続
開始に係る処理 

口座開設時 定額 20 万円／社 
（追加1区分口座ごと5万円） 

・口座開設時には社振法に定められている保
有口、信託口、顧客口、質権口、質権信託口
の5区分まで開設可能となる。 
・同じ区分口座を複数開設する場合は区分口
座数が５以内でも、追加手数料が必要となる。 

システム接続準備
手数料 

発行者 
発行代理人･支払代
理人 

システム接続開始に係る処理 発行者の同意時 
代理人に指定時 

定額 5 万円／社 ・機構加入者又は発行者が代理人になる場
合には、別途同手数料が必要となる。 
・代理人が複数の発行者の代理業務を行って
も手数料5万円/社は変わらない。 

端末接続料 機構加入者・発行
者 

継続的な端末接続によるシス
テム資源利用 

（月１回） 1 接続回線ごと
定額 

１接続回線につき1万円／月 ・端末を複数台設置していても接続回線が１
つであれば1万円/月となる。 

間接口座管理機関
定額負担金 

間接口座管理機関 間接口座管理機関に対して
の管理 

（年１回） 定額 1 万円／年 ・間接口座管理機関に口座を開設している口
座管理機関についても同様の課金を行う。 

Ⅱ．振替業務       
手数料項目 徴収対象者 内 容 徴収基準時 課金方法 手数料 備 考 
新規記録手数料 発行者 発行から償還までの発行残

高管理 
新規記録時 残高・発行期間

に対して定率 
引受額×0.19ｂｐ（年率）、但し、
当面はキャップ制併用（引受 1
件当り4,000 円） 

・市場規模の推移等を勘案のうえ、手数料体
系を見直す。 
・引受が複数の機構加入者又は区分口座に
分かれる場合、それぞれの引受額に対して手
数料を算出し、４千円を超えた場合はそれぞ
れにキャップを適用する。 

ISIN コード設定料 発行者 ISIN コードの設定 設定時 定額 25 円／銘柄 ・設定後に発行の取消や訂正があった場合で
も課金する。 

銘柄情報公示手数
料 

発行者 銘柄内容の公示 新規記録時 新規記録ごとに
定額 

30 円／銘柄 ・社振法第87 条 

振替手数料 発行・償還(発行者・
機構加入者)、流通
(渡方・受方機構加
入者) 

振替口座簿の記録内容の異
動処理(一括償還処理を含
む) 

発行･振替･抹消
に伴う振替口座
簿の記録内容の
異動時 

記録内容の異
動ごとに定額 

ＤＶＰ    渡方 100 円／件 
ＤＶＰ    受方 100 円／件 
ＦＯＰ    渡方 50円／件 
ＤＶＰ    受方 50 円／件 

・同一口座管理機関内の口座間の振替であっ
ても同額とする。 

買入消却手数料 抹消（買入消却）申
請者 

買入消却による振替口座簿
残高の減額処理 

買入消却による抹
消時 

減額記録ごとに
定額 

50 円／件 ・最終的に残高を保有していた者に課金する。 

口座残高管理手数
料 

機構加入者 保有期間中の振替口座簿の
管理 

日々の振替口座
簿の残高確認時 

日々の振替口
座簿残高に対
して定率 

口座残高×0.065ｂｐ（年率） ・口座残高は月中の毎営業日の口座残高の
平均値をいう。 
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Ⅲ．その他サービス       
手数料項目 徴収対象者 内 容 徴収基準時 課金方法 手数料 備 考 
振替口座簿記録証
明書交付手数料 

機構加入者・利害
関係者 

振替口座簿記録証明書の作
成・交付 

交付時 1 通につき定額 1通につき10枚まで500円（10
枚を超えるものについて、10 円
／枚） 

・社振法第128 条 
・1 通とは交付申請1回当りを指す。 

情報照会料 発行者・機構加入
者 

照会情報（①口座処理明細
画面、②銘柄情報一覧画面）
の作成･処理 

照会時 照会ごとに定額 100 円／件 ・口座残高画面、各種明細画面等の通常業
務に関する照会は除く。 
・発行者は②のみ照会可能。 

ダウンロード手数料 発行者・機構加入
者 

データ (①口座残高照会デ
ータ、②口座処理明細照会
データ、③申請進捗管理デー
タ)のダウンロード処理 

ダウンロード時 ダウンロードごと
に定額 

100 円／件 ・日々の残高確認処理などのダウンロードを除
く。 
・①②についてはダウンロードデータをそのまま
帳票印字することが可能。 
・発行者は③のみダウンロード可能。 

ＦＡＸ送信手数料 発行者・機構加入
者 

ＦＡＸ送信処理（情報作成） 
（申請の進捗が遅れている場
合等にFAXを送信することに
よってその旨知らせるオプショ
ンのサービス） 

（月 1回） 定額 1,000 円／月 
（別途通信料を実費請求） 

 

Ⅳ．エラー処理       
手数料項目 徴収対象者 内 容 徴収基準時 課金方法 手数料 備 考 
訂正・取消手数料 発行・償還(発行者・

機構加入者) 、流
通(渡方・受方機構
加入者) 

発行口、振替口、償還口の
記録内容の訂正・取消処理 

訂正・取消時 訂正・取消ごと
に定額 

ＤＶＰ        渡方100円／件 
ＤＶＰ        受方100円／件 
ＦＯＰ 発行口 渡方100円／件 
ＦＯＰ 償還口 渡方100円／件 

 

ＤＶＰ決済エラー処
理手数料 

発行・流通（受方機
構加入者）、償還
（発行者） 

ＤＶＰ決済を行う過程におい
て、日銀からの資金振替済通
知と発行口等の内容が不一
致となった場合、かつ渡方の
承認により非ＤＶＰ決済を行っ
た場合の処理 

渡方の承認による
非ＤＶＰ決済時
（発行口、振替口
又は償還口のロッ
ク解除） 

エラー処理ごと
に定額 

受方            300 円／件 
 

・システム障害のため同様の処理を行った場
合は除く。 
・渡方には課金しない。 

決済未了処理手数
料 

発行・流通（受方機
構加入者）、償還
（発行者） 

決済未了時の処理 決済未了処理時 エラー処理ごと
に定額 

ＤＶＰ        受方200円／件 
ＦＯＰ 発行   渡方 50 円／件 
ＤＶＰ        受方 50 円／件 
ＦＯＰ 償還   渡方 50 円／件 
ＤＶＰ        受方 50 円／件 

 

 
注.発行代理人、支払代理人について別途記載のない場合、発行者に発行代理人、支払代理人を含む。 



短期社債振替システムご利用時に必要となる機器等について 

 

「ＩＮＳ６４の回線種別毎の必要経費について」 

 （初期導入費用）                            （月額費用（定額料金部分））   

（＊１）：基本工事費、屋内回線工事費、ＤＳＵ工事費及び交換機工事費等。    （＊２）：ＤＳＵ使用料は、ＮＴＴよりレンタルする場合にのみ発生する。 

項番 機 器 等 費 用（参考） 備   考 

１．
パーソナルコンピュータ 

（機構ＣＰ端末） 
１０～３０万円程度 

・ 機構ＣＰ端末の利用条件（ OS・ブラウザ等を含む）の詳細は、

「システム処理概要Ⅲ．機構ＣＰ端末 １．機器構成」 

（Ｐ．Ⅲ－１）をご参照下さい。 

２．

接続機器 

（ターミナルアダプタまたは 

ダイヤルアップルータ） 

ターミナルアダプタ ：１万円～５万円程度 

ダイヤルアップルータ：２万円～５万円程度 

・ＬＡＮケーブル等も必要。 

・ＤＳＵが、ターミナルアダプタやダイヤルアップルータに 

内蔵されていない場合は、別途ＮＴＴ社からのレンタルか 

購入が必要。 

３．

ソフトウェア 

（マイクロソフトＯｆｆｉｃe 

またはＥｘｃｅｌ） 

３～４万円程度 

・以下のバージョンが必要となります。 

Microsoft Office2000以上または Microsoft Excel2000以上 

４．公衆回線（ＩＮＳ６４） 

初期導入費用及び月額費用（定額料金部分） 

：下表「ＩＮＳ６４の回線種別毎の必要経費に 

ついて」をご参照下さい。 

 

項番 項目（内訳） ＩＮＳ６４ ＩＮＳ６４ライト 

１． 契約料 ８００ ８００ 

２． 施設設置負担金 ７２，０００ ０ 

３． 工事費等（＊１） １１，８００ １２，８００ 

合 計 金 額 ￥８４，６００ ￥１３，６００ 

項番 項目（内訳） ＩＮＳ６４ ＩＮＳ６４ライト 

１． 回線使用料 ３，６３０ ４，２７０ 

２． 屋内配線使用料 ６０ ６０ 

３． ＤＳＵ使用料（＊２） １，７００ １，７００ 

合 計 金 額 ￥５，３９０ ￥６，０３０ 
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